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高病原性鳥インフルエンザにかかる焼却処理の終了について 

内容 
 

高病原性鳥インフルエンザにかかる焼却処理が、1月23日(月)20時30分に終了しましたので、お知

らせします。 
 

１ 焼却日時 

焼却炉投入開始  １月22日(日) 13時23分 

焼却終了     １月23日(月) 20時30分 

２ 焼却対象物 

鶏   3,582羽 （殺処分3,571羽と検査時死亡鶏11羽を合わせた羽数） 

鶏卵  約625㎏ 

飼料  約7,000kg 

３ 焼却場所 

   大津市内の焼却施設 

４ 今後の予定 

（１）農場消毒                   ２回目    1月30日(月) 

                                                   ３回目      2月 6日(月) 

（２）搬出制限区域(3～10km)の解除（防疫措置完了から10日目）  2月 1日(水) 0時 

消毒ポイント（３か所）の運営終了         

     （大津市皇子が丘公園駐車場、大津市木戸市民センター裏駐車場、びわこ地球市民の森） 

（３）移動制限区域(3km以内)の解除（防疫措置完了から21日目）  2月12日(日) 0時 

消毒ポイント（２か所）の運営終了         

     （仰木雄琴料金所道路公団跡地、ＪＡレーク滋賀伊香立カントリーエレベーター） 

 

その他 
 

・我が国において、家きんの肉や卵を食べることにより、人が鳥インフルエンザウイルスに感染する可能

性はないと考えられています。 

・農場に対する取材は、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎んでいただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

・今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱す

ることがないよう、御協力をお願いします。 
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